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青
森
県
消
防
吏
員
及
び
消
防
団
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
五
号

青
森
県
消
防
吏
員
及
び
消
防
団
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
消
防
吏
員
及
び
消
防
団
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
三
月
青
森

県
規
則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中

｢

消
防
吏
員｣

を

｢

消
防
職
員｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

消
防
吏
員｣

を

｢

消
防
職
員｣

に
、

｢

別
表
に
定
め
る｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る｣

に
、

｢

等
級｣

を

｢

障
害
等
級｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

推
せ
ん｣

を

｢

推
薦｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢
消
防
吏
員｣

を

｢

消
防
職
員｣

に
、

｢

推
せ
ん｣

を

｢

推
薦｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
消
防
吏
員
及
び
消
防
団
員
賞
じ
ゆ
つ

金
授
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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平
成
十
八
年

十
一
月
六
日

(

月
曜
日)

第
二
千
七
百
一
号



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
者
か
ら
施
術
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号
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氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

笹
川

睦

八
戸
市
青
葉
三
丁
目

二
の
一
六

笹
川
鍼
灸
接
骨
院

八
戸
市
青
葉
三
丁
目

二
の
一
六

平
成

��

･

�･

��

区
分

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
城
東
中
央

二
丁
目
二
の
一

変
更
後

浅
間

浩

弘
前
市
清
水
二
丁

目
一
三
の
二

浅
間
接
骨
院

弘
前
市
外
崎
二
丁

目
一
の
一

平
成

��･

��･

��

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

訪
問
看
護

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

八
戸

八
戸
市
長
苗
代
二

丁
目
二
〇
の
一
オ

フ
ィ
ス
長
苗
代
二

の
Ｃ

平
成

��

･

��･

��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
四
の
一
六
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
東
造

道
一
〇
二
号

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
四
の
一
六
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
東
造

道
一
〇
二
号

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
蝦
名

青
森
市
旭
町
二
丁

目
一
三
の
三
〇

株
式
会
社
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
蝦
名

青
森
市
旭
町
二
丁

目
一
三
の
三
〇

〃



( )

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
十
月
十
六
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
東
通
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
の
三

東
京
電
力
株
式
会
社

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
新
宿
区
左
門
町
六

取
締
役
社
長

勝
俣
恒
久

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
浜
通
七
八
の
九
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑯
の
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径

二
五
・
八
四
九
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で
⑨
の
地
点
と
⑩
の
地
点
と
を
結
ぶ
南
東
側
の
円
弧
、
⑩
の

地
点
か
ら
⑮
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
十
七
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ

ラ
ス
〇
・
七
三
八
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域①
の
地
点

前
坂
下
三
角
点

(

北
緯
四
一
度
一
一
分
二
八
秒
一
七
三
九
、
東
経
一
四
一
度
二
三

分
二
九
秒
三
七
一
四)

か
ら
一
七
度
三
五
分
一
九
秒
二
、
一
六
三
・
三
五
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
三
三
分
三
秒
二
一
・
五
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
三
分
三
秒
三
〇
五
・
九
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
三
三
分
三
秒
一
二
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
三
分
三
秒
一
〇
・
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
三
三
分
三
秒
一
二
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
三
分
三
秒
一
一
七
・
七
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
三
三
分
三
秒
六
・
六
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
三
分
三
秒
〇
・
六
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
一
一
度
一
四
分
三
三
秒
一
七
・
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
四
二
分
二
九
秒
一
・
五
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
度
四
八
分
四
七
秒
七
五
・
八
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
五
度
五
一
分
五
九
秒
一
〇
〇
・
七
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
一
一
度
二
八
分
三
五
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
一
二
度
四
四
分
一
五
秒
九
九
・
九
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
二
〇
度
五
六
分
三
秒
二
五
・
八
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
二
、
九
六
九
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
浜
通
七
八
の
九
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｄ
の
地
点
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

介
護
予
防

訪
問
看
護

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

八
戸

八
戸
市
長
苗
代
二

丁
目
二
〇
の
一
オ

フ
ィ
ス
長
苗
代
二

の
Ｃ

平
成

��

･

��･

��



( )

Ａ
の
地
点

前
坂
下
三
角
点

(

北
緯
四
一
度
一
一
分
二
八
秒
一
七
三
九
、
東
経
一
四
一
度
二
三

分
二
九
秒
三
七
一
四)

か
ら
一
五
度
四
三
分
四
一
秒
二
、
五
八
四
・
五
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
三
分
三
秒
一
、
〇
五
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
三
三
分
三
秒
一
、
〇
四
五
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
一
一
度
三
三
分
三
秒
一
、
〇
五
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
〇
九
七
、
二
五
〇
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

発
電
所
用
地

青
森
県
告
示
第
八
百
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森

県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

八
戸
信
用
金
庫
ユ
ー
ト
リ
ー
支
店

八
戸
市
一
番
町
一
丁
目

を
削
る
。

｣

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
弘
前
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
六
の
三

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
か
さ
い
商
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
六
の
三

代
表
取
締
役

葛
西
久
承

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
ま
で

３

時
間
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区

間

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
四
の
四
二
か
ら

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
四
の
一
六
七
ま
で

三
五
・
八
六
メ

ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル

平
成

��

･

��･

��

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
四
の
四
二
か
ら

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
四
の
一
六
七
ま
で

二
七
・
四
五
メ

ー
ト
ル

三
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル

〃



( )

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
妙
見
三
丁
目
一
の
一
〇
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員
長
山
本

公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

医
療
労
働
者
の
大
幅
増
員
、
労
働
条
件
の
改
善
、
大
幅
一
時
金
獲
得
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
午
前
零
時
以
降
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
日
本
緑
化
興
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

福
島

正
敏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
青
葉
三
丁
目
二
の
二
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
〇
八
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

石
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
北
ホ
ー
ム
イ
ン
グ
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

三
戸

充
生

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
九
七
〇
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
と
び
・
土
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
鋼
構
造
物
、
塗
装
工

事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

平
成
十
八
年
七
月
二
十
八
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

(

政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
17
年
分
�
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
第
一
選
挙
区
支
部
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

同
要
旨
の
平
成
17
年
分
�
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
の
�
寄
附
の
内
訳
の
表
自
由
民
主
党
青
森
県

第
一
選
挙
区
支
部
の
項
中

｢

｣

を

｢

に
訂
正
す
る
。

｣

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
18年

３
月
29日

付
け
青
監
査
第
127号

で
報
告
し
た
行
政
事
務
監
査
(テ
ー
マ
：
公
益
法
人

の
指
導
監
督
事
務
等
に
つ
い
て
)
の
結
果
に
基
づ
き
､
地
方
自
治
法
(昭
和
22年
法
律
第
67号
)
第

199条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
次
の

と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
18年
11月
６
日

青
森
県
監
査
委
員

林
忠
男

同
鶴
賀
茂
世

同
小
比
類
巻
雅
明

同
阿
部
広
悦
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佐
藤
浩
平

500,000
五
所
川
原
市

佐
藤
浩
平

500,000
五
所
川
原
市

町
田
光
司

300,000
青
森
市

監
査
結
果
(留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
)

知
事
部
局
に
お
い
て
は
､
職
員
に
対
す
る
研
修
を
実
施
し
て
い
な
い
所
管
課
が
み
ら
れ
た

の
で
､
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
｡

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置

対
応
し
た
課
名

措
置

内
容

都
市
計
画
課

総
務
学
事
課
主
催
の
説
明
会
等
に
参
加
し
た
｡

監
査
結
果
(留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
)

｢外
部
監
査
｣
及
び
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣

の
実
施
に
つ
い
て
は
､
実
施
法
人
が
少
な
い
の
で
､
こ
れ
に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ

と
｡

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置

対
応
し
た
課
名

措
置

内
容

都
市
計
画
課

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ

ー
の
実
施

口
頭
に
よ
る
要
請
を
行
っ
た
｡

56,440,000

56,440,000
33,980,000
19,960,000

2,500,000

98,488,999
107,456,000
40,752,832
148,208,832

56,740,000

56,740,000
33,980,000
19,960,000

2,800,000

98,488,999
107,756,000
40,752,832
148,508,832


